
 

  
 

一

 
 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
百
三
条
の
二
第
四
項
中
「
及
び
費
用
弁
償
」
を
「
、
費
用
弁
償
及
び
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

 
 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
第
一
項
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
非
常
勤
の
職
員
の
う
ち
そ
の
勤
務
形
態
が
普
通
地

方
公
共
団
体
の
常
勤
の
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
準
ず
る
者
に
対
し
、
当
該
常
勤
の
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
支

給
す
る
次
条
第
二
項
の
手
当
と
の
権
衡
を
考
慮
し
た
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

２ 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
第
七
項
中
「
第
二
百
三
条
の
二
及
び
」
を
「
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
並
び



 

  
 

二

に
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。 



 

  
 

三

 
 

 
 
 

理 

由 

 

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
非
常
勤
の
職
員
の
現
状
等
に
鑑
み
、
非
常
勤
の
職
員
の
手
当
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


